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２．賃貸人向けガイドブック 

・ここでは、住宅所有者等が空き家等を共同居住型賃貸住宅（シェアハウス）として

活用することの検討に資するよう、共同居住型賃貸住宅（シェアハウス）の運営管

理等に関する情報提供を行うことを目的として「シェアハウスガイドブック」を作

成した。 

・「シェアハウスガイドブック」の構成は以下の通りである。 

○共同居住型賃貸住宅（シェアハウス）の概要 

○シェアハウスの運営管理の各段階（準備段階～入居者募集段階～契約段階～運営

管理段階～退去段階）での手続きと留意点 

○住宅確保要配慮者を入居者とする場合の留意点 

○事例集 

○お役立ち情報 

・なお、本ガイドブックにおいても紹介している新たな住宅セーフティネット制度が

平成 29 年 10 月 25 日より本格的に開始した（平成 29 年 4 月 26 日公布の「住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が同年

10 月 25 日に施行）。 

・これに先立ち、国土交通省では同年 10 月 20 日より、住宅確保要配慮者向け賃貸住

宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」の運用を

開始した。  
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